
2広報 12月号やくも

水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料
な
ど
の

未
納
に
関
す
る
対
応
に
つ
い
て

令
和
７
・
８
年
度

建
設
工
事
等
に
係
る

入
札
参
加
資
格
申
請
の

受
付
に
つ
い
て

八
雲
町
が
令
和
７
・
８
年
度
に

発
注
す
る
建
設
工
事
等
の
入
札
に

参
加
す
る
た
め
に
必
要
な
「
資
格

審
査
申
請
」
の
受
付
を
、
次
の
と

お
り
行
い
ま
す
。

【
申
請
受
付
期
間
】

　

12
月
10
日
㈫
～

令
和
７
年
１
月
31
日
㈮

【
申
請
先
】

　

北
海
道
市
町
村
入
札
参
加
資
格

共
同
審
査
シ
ス
テ
ム

※�

資
格
審
査
に
つ
い
て
は
、
町
Ｈ

Ｐ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

建
設
課
管
理
係

　

☎
０
１
３
７

−

62

−

２
１
１
５

水
道
料
金
等
は
、
納
期
限
ま
で

の
納
付
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
が
、

一
部
の
方
に
つ
い
て
は
納
期
限
を

経
過
し
て
も
納
付
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。こ

の
よ
う
な
場
合
、
督
促
状
や

催
告
書
を
送
付
し
、
そ
れ
で
も
な

お
、
納
付
さ
れ
な
い
場
合
や
納
付

相
談
が
な
い
場
合
は
、
次
の
よ
う

な
対
応
を
取
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

【
水
道（
簡
易
水
道
）料
金
の
滞
納
】

給
水
停
止
予
告
通
知
書
を
送
付

し
、
指
定
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ

な
い
場
合
や
納
付
誓
約
を
し
な
い

場
合
に
は
、
給
水
停
止
を
実
施
し

ま
す
。
そ
れ
で
も
滞
納
が
解
消
さ

れ
な
い
場
合
は
、
裁
判
所
へ
の
手

続
き
を
行
っ
た
上
で
、
財
産
差
し

押
さ
え
の
手
続
き
を
取
り
ま
す
。

【�

下
水
道
使
用
料
・
集
落
排
水
使

用
料
・
下
水
道
事
業
受
益
者
負

担
金
・
集
落
排
水
事
業
受
益
者

分
担
金
の
滞
納
】

財
産
差
押
予
告
通
知
書
を
送
付

し
、
指
定
期
限
ま
で
に
納
付
さ
れ

な
い
場
合
に
は
、
給
与
や
預
貯
金

な
ど
の
差
し
押
さ
え
を
行
い
ま
す
。

た
だ
し
、
集
落
排
水
使
用
料
に

つ
い
て
は
、
裁
判
所
へ
の
手
続
き

を
行
っ
た
上
で
、
財
産
差
し
押
さ

え
の
手
続
き
を
取
り
ま
す
。

水
道
事
業
等
は
法
令
に
基
づ
き
、

皆
さ
ま
か
ら
の
料
金
収
入
を
基
本

に
運
営
し
て
い
ま
す
。
安
心
・
安

全
な
水
道
水
の
供
給
や
下
水
道
の

管
理
、
施
設
の
更
新
な
ど
に
は
、

皆
さ
ま
の
水
道
料
金
等
が
あ
て
ら

れ
て
い
ま
す
。

町
で
は
、
財
源
の
確
保
や
公
平

性
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
今
後
も

引
き
続
き
滞
納
整
理
を
強
化
し
て

い
き
ま
す
の
で
、
未
納
の
あ
る
方

は
、
速
や
か
に
納
付
ま
た
は
納
付

相
談
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
・
納
付
相
談
先
】

・
環
境
水
道
課
業
務
係

　

☎
０
１
３
７

−

63

−

２
０
２
０

・
熊
石
総
合
支
所
地
域
振
興
課

　

☎
０
１
３
９
８

−

２

−

３
１
１
１

年
末
年
始
は
例
年
、
火
災
が
多

発
す
る
傾
向
が
あ
り
、
出
火
原
因

の
多
く
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
火
の

不
始
末
や
不
注
意
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
て
い
ま
す
。
か
け
が
え

の
な
い
生
命
と
財
産
を
守
る
た
め

に
も
、
お
出
か
け
前
や
お
休
み
前

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
火
の
元
に

は
十
分
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◎
住
宅
防
火
・
い
の
ち
を
守
る　

　

10
の
ポ
イ
ン
ト

【
４
つ
の
習
慣
】

・�

寝
た
ば
こ
は
絶
対
に
し
な
い
、

さ
せ
な
い
。

・�

ス
ト
ー
ブ
の
周
り
に
燃
え
や
す

い
も
の
を
置
か
な
い
。

・�

コ
ン
ロ
を
使
う
と
き
は
火
の
そ

ば
を
離
れ
な
い
。

・�

コ
ン
セ
ン
ト
は
ほ
こ
り
を
清
掃

し
、
不
必
要
な
プ
ラ
グ
は
抜
く
。

【
６
つ
の
対
策
】

・�

火
災
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
、

ス
ト
ー
ブ
や
コ
ン
ロ
等
は
安
全

装
置
の
付
い
た
機
器
を
使
用
す

る
。

・�

火
災
の
早
期
発
見
の
た
め
に
、

住
宅
用
火
災
警
報
器
を
定
期
的

に
点
検
し
、
10
年
を
目
安
に
交

換
す
る
。

・�

火
災
の
拡
大
を
防
ぐ
た
め
に
、

部
屋
を
整
理
整
頓
し
、
寝
具
、

衣
類
お
よ
び
カ
ー
テ
ン
は
、
防

炎
品
を
使
用
す
る
。

・�

火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た

め
に
、
消
火
器
等
を
設
置
し
、

使
い
方
を
確
認
し
て
お
く
。

・�

お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な

人
は
、
避
難
経
路
と
避
難
方
法

を
常
に
確
保
し
、
備
え
て
お
く
。

・�

防
火
防
災
訓
練
へ
の
参
加
、
戸

別
訪
問
な
ど
に
よ
り
、
地
域
ぐ

る
み
の
防
火
対
策
を
行
う
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

八
雲
消
防
署

　

☎
０
１
３
７

−

63

−

２
６
８
６

消
防
本
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

年
末
年
始
に
お
け
る

火
災
予
防
に
つ
い
て

庭木、不要木の伐採
ご相談ください！
庭木、不要木の伐採
ご相談ください！

■ご自宅、会社の敷地、未使用地などの伐採
■伐採後の伐採木の処理も実施いたします。
■敷地内の草刈りのご相談
■薪の販売
■キャンプの必需品！スウェーデントーチあり
　ます。

八雲産業㈱八雲事業所
TEL:0137‒62-2608 八雲町宮園町20番地1

〈
広
告
〉

町ＨＰ 入札参加資格共同審査
ポータルサイト


